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●所得が低い方
　①　所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得水準によって次のとおり軽減されます。

・平成２１年４月からは、７割軽減（※２）が７割軽減と９割軽減に分かれ、４段階の軽減措置となります。

　※１　世帯主と、被保険者の合計額によって減額判定を行います。
　※２　平成２０年度は軽減措置により実質的に８.５割軽減

　②　所得割額を負担する方のうち、基礎控除後の総所得金額等が５８万円以下の方は、平成２０年度の所得割額
が原則一律５割に軽減されました。今回、その軽減期間が延び、平成２１年４月以降もその軽減措置が適用さ
れます。

●会社の健康保険などの被扶養者だった方
　これまで自分で保険料を払っていなかった会社の健康保険などの被扶養者の方は、被保険者の資格を得た月
から、２年間は保険料の均等割額が５割軽減されます（所得割額は課されません）。また、経過措置として平
成２２年３月末までの保険料は均等割額が９割軽減されます（所得割額は課されません）。

　保険料の納め方
　年金の受給額などにより、納付方法が異なります。

※　平成２０年途中で７５歳になった方や、県外から転入した方など、新たに被保険者となった方は、年金から特
別徴収されるまでは普通徴収となります。

　　　参考　昨年１０月１日までに７５歳になった方　　今年４月支給の年金から徴収
　　　　　　昨年１２月１日までに７５歳になった方　　今年６月支給の年金から徴収
　　　　　　今年２月１日までに７５歳になった方　　今年８月支給の年金から徴収
　　　　　　今年４月１日までに７５歳になった方　　今年１０月支給の年金から徴収
※　平成２１年度から保険料の納付が年金からの天引きの方でも、原則として口座振替に変更できるようになり
ました。

□問い合わせ先
　愛知県後期高齢者医療広域連合　�０５２（９５５）１２２７
　阿久比町役場保険課医療年金係　�（４８）１１１１（内２１５･２５７）

世帯（被保険者および世帯主）の総所得金額等軽減割合
「基礎控除額（３３万円）＋３５万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯２割軽減
「基礎控除額（３３万円）＋２４.５万円×世帯の被保険者数※１（被保険者である世帯主は除く）」を
超えない世帯

５割軽減

「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯７割軽減

「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯７割軽減
「基礎控除額（３３万円）」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯
（その他各種所得がない場合）

９割軽減

納付時期納付方法対　象　者徴収方法

年金の支給月（偶数月）年金から天引き
特別徴収の対象となる１種類の年金受給額が年
間１８万円以上で、介護保険料と合わせた保険料額
が年金受給額の２分の１を超えない方

特別徴収

７月から翌年２月まで
の年８回

納付書または
口座振替

上記以外の方普通徴収


